
研究資料室資料の個人情報等に関する取扱要領 

 
平成２９年 ７月１２日 
所 長 裁 定 

改正 令和  ３年１１月１０日 

改正 令和 ４年 ４月 １日 

改正 令和 ５年 ６月１３日 
 
（趣旨） 

第１ 国立国語研究所（以下「研究所」という。）研究資料室資料の個人情報に関する取

扱いに関しては，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び人間文

化研究機構個人情報保護規程（人間文化研究機構規程第１６３号）に定めるもののほ

か，国立国語研究所共同利用推進センター研究資料室運用指針（令和４年４月１日所長

裁定）４の規定に基づき，この要領の定めるところによる。 
 
（利用の制限） 

第２ 研究資料室資料のうち，次に掲げるものは利用を制限することができる。 
（１）個人情報（個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個

人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより，特定の個人を識別

できることとなるものを含む。））又は特定の個人を識別することはできないが，公に

することにより，なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，次に掲げ

る情報を除く。 
①法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている

情報 
②人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認

められる情報 
③当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２

条第２項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。），独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０

号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職

員，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並

びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２

条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員であ

る場合において，当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報

のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 
（２）法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行政法人を

除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関す

る情報であって，次に掲げるもの。ただし，人の生命，健康，生活又は財産を保護す

るために，公にすることが必要であると認められる情報を除く。 
①公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当



な利益を害するおそれがあるもの 
②研究所に対して，公にしないとの条件で任意に提供されたものであって，法人等

又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件

を付することが当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 
 
（個人情報漏えい防止のための措置） 

第３ 研究資料室は，資料に個人情報が記録されている場合には，当該個人情報の漏えい

の防止のため，次に掲げる措置を講ずるものとする。 
（１）中央資料庫等の施錠その他の物理的な接触の制限 
（２）当該資料に記録されている個人情報に対する不正アクセス行為（不正アクセス行

為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）第２条第４項に規定する不正

アクセス行為をいう。）を防止するために必要な措置 
（３）研究資料室の職員に対する教育・研修の実施 
（４）その他必要な措置 

 
（本人情報の取扱い） 

第４ 第２の（１）の規定にかかわらず，当該規定により識別される特定の個人（以下，

「本人」という。）から，当該情報が記録されている資料について利用の申請があった

場合において，本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは，本人の生

命，身体，健康，生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除

き，当該資料について当該規定に掲げる情報が記録されている部分についても，利用に

供するものとする。 
２ 本人が死亡している場合において本人の親族から当該情報が記録されている資料の利

用の申請がなされ，本人との続柄を示す書類の提示又は提出があったときは，前項と同

様の取扱いを行うものとする。 
 
（学術研究の利用） 

第５ 共同利用推進センター長（以下，「センター長」という。）は，第２により利用を制

限する資料であっても，次に掲げる場合に限り，利用を承認することができる。 
（１）研究所の職員（名誉教授及び名誉所員を含む）が，その職務のために必要な資料

を利用する場合にあって，その利用が職務執行上必要かつ不可欠である場合 
（２）共同利用型共同研究の採択により委嘱された共同研究員，並びに大学，大学院，

国公立研究所及びこれに類する研究団体に属する研究者（大学院生博士課程を含

む。）が，学術研究のため必要な資料を利用する場合にあって，その利用が当該研究

に必要と認められる場合 
２ 前項の利用を希望する者は，あらかじめ研究資料室資料学術研究利用申請書（別紙

１）をセンター長に提出し，その承認を受けなければならない。 
 

附 則 
この要領は，平成２９年７月１２日から実施する。 

附 則 

この要領は，令和３年１１月１０日から実施する。 



  附 則 

この要領は，令和４年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要領は，令和５年６月１３日から実施し，令和５年４月１日から適用する。 

 

 



 

 

 

 

別紙１ 

研究資料室資料学術研究利用申請書 
  年  月  日 

共同利用推進センター長 殿 

 

 

 

申 

 

請 

 

者 

住所  〒 

 

 

連絡先 電話 （   ）   －       E-mail： 

氏名 

                                    

所属機関・職名 

 

連絡先  電話（   ）   － 

E-mail： 

本人確認  □身分証明書   □運転免許証  □その他 

 

下記の承認条件を了承の上，次のとおり □閲覧 □撮影 □複写 を申請します。 

資料の名称  

目   的 

 

成果の公表

予定の有無 

有 （     年   月 予定） ・ 無 

論文執筆の場合の題名と掲載予定誌 

利用希望 

年月日 
  年  月  日 ～     年  月  日 

 

（承認条件）  

１ 「研究資料室資料の個人情報等に関する取扱要領」を遵守すること。 

２ 申請書に記載した利用目的外には使用しないこと。 

３ 利用した資料に記述された個人情報を申請者以外に提供及び公表しないこと。 

４ 撮影・複写物の第三者への配付等は行わないこと。利用した資料を掲載，放映，展示

等の二次利用を行う場合は，別途許可を受けること。 

５ 資料の利用によって基本的人権や著作権に関する問題が生じた場合は，申請者がすべ

てその責任を負うこと。 




